
セ
ツ
l
i
セ
ニ

川
は
、
直
に
死
刑
に
長
せ
ら
れ
、
封
内
に
入
る
も
鉛

を
犯
さ

F
れ
ば
再
び
泊
以
L
、
若
し
紋
に
合
へ
ば
、

特
に
宥
犯
せ
ら
れ
た
こ
と
も
あ
る
o
J
ル
イ
ハ

y

お
犯
。

セ
ツ
ピ
ン
カ
ン
接
賓
舘
明
治
二
年
版
籍
山
中
巡

の
際
、
加
賀
滞
で
は
泊
御
世
論
合
印
刷
を
縦
し
、
そ
の

題
物
を
援
資
郎
と
改
稿

L
た
。
接
質
問
は
結
滞
遊
阪

の
士
人
を
延
い
て
胞
接
す
る
加
で
あ
白
、
加
山
ら
新
書

籍
を
栄
取
に
刷
出
向
H
せ
し
め
る
所
で
、
英
人
オ
!
?
内
ポ

y
が
そ
の
一
郎
に
住
ん
で

E
4
%
次
い
で
制
抑
制
叫
寺
に

あ
っ
た
致
辿
仰
が
こ
L

に

wvo、
迎
筑
附
山
は
随
う
て

川
鎖
L
た
。

セ
ツ
プ
ナ

切
肢
平
士
服
以
上
の
士
人
に
し
て
、

そ
の
名
器
を
設
問
せ
ざ
る
程
度
に
於
い
て
滞
拙
棋
を
犯

L
、
死
刑
に
判
的
る
も
の
は
切
阪
を
命
ぜ
ら
れ
た
。
陪

阻
で
も
士
{
分
の
す
H

は
之
に
同
じ
い
。

セ

ツ

プ

ン

節
分

J
ツ
イ
ナ
出
畑
山
。

セ
ト

瀬
戸

川
ト
能
楽
叩
向
山
ド
に
附
す
る

部
前
。
こ
の
村
の
部
戸
副
に
は
大
公
孫
紛
が
あ
る
。

セ
ト

瀬

戸

出

向

掛
三
脚
町
民
川
保
に
凶
ず
る
邸

孫。セ
ト
ガ
ハ

l
o
 

セ
ト
テ
ン
ジ
ン
シ
ヤ

瀬
戸
天
神
社

湯
川
加
樹

戸
川
に
在
る
。
こ
の
世
を
式
内
削
戸
比
百
跡
枇
で
あ

る
と
い
ふ
は
、
文
献
の
徴
認
は
な
い
が
、
h

山
名
と
い

ひ
側
め
て
州
あ
り
げ
に
問
え
る
O

H
H
I
P
の
陥
は
、
町

山
一
蹴
山
伏
敬
係
幼
之
に
怒
れ
し
、
後
に
改
め
て
天
間

寺
と
い
う
た
。
泊
枇
は
川
治
六
年
之
を
削
戸
官
版
制

耐
と
呼
ぶ
』」
と
に
し
た
。

セ
ト
ノ
マ
チ

瀬
戸
町

あ
る
部
跡
的。

セ
ト
ヒ
コ
ジ
ン
ジ
ヤ

瀬
戸
川

i
-一
ノ
‘

7
ヤ
ガ
ハ

m
羽
咋
加
押
水
大
海
庄
に

瀬
戸
比
古
神
社

刑
制
咋
部
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直
海
に
錦
町
田
す
る
。
式
内
響
的
枇
杷
に
、『
直
海
白
山

跡
枇
。
則
松
佐
直
前
銀
座
。
今
日
山
民

ma白
山
富

d

或

去
多
武
之
御
獄
。
山
副
社
也
。
』
と
見
え
、
資
何
十
二
年

白
山
耐
の
蹴
を
脱
し
て
式
内
糊
戸
出
古
制
枇
た
る
こ

と
を
主
聞
出
し
た
が
、
明
治
の
後
直
得
一
白
山
制
祉
に
改

め
、
後
史
に
槻
戸
出
士
口
跡
散
と
帯
し
た
も
の
で
あ

る
。
能
殺
芯
微
に
、
常
駐
の
式
内
た
る
こ
と
は
点
字

の
同
被
自
に
も
紋
せ
ぬ
か
ら
非
で
あ
ら
う
と
し
て
ゐ

ろ。
セ
ト
ヒ
コ
ジ
ン
ジ
ヤ

瀬
戸
比
古
神
社

出
応
部

削
戸
に
銀
座
す
る
。
式
内
等
部
批
犯
に
、『
組
問
戸
比
古

前
枇
。
式
内
一
座
。
良
川
保
搬
戸
村
銀
座
。
都
=
旦
川

町
-判
。
或
云
荒
魂
枇
o
m
自
体
一
古
。
討
古
刑
制
咋
柿
田
計
制
山

上
鉱
山
胆
。

巾
白
砂
z
鞘
於
今
地
二
苫
。
』
と
あ
る
。
能
積

芯
微
に
は
仲
川
副
の
式
内
た
る
こ
と
を
支
持
す
る
が
、

削
戸
出
古
は
m
m
咋
仰
の
枇
た
る
が
似
に
、
初
め
そ
の

境
上
に
在
っ
た
も
の
が
砂
利
し
た
と
す
る
結
、
茜
だ

苦
し
い
ゃ
う
で
あ
る
。

セ
ト
マ
チ

瀬
戸
町

金
搾
の
笛
川
名
。
阿
川
法

然
寺
前
の
川
叫
脚
立
る
市
古
川
で
、
小
家
が
儲
か
に
時
間
っ

て
ゐ
た
。
此
の
附
は
人
家
の
後
地
E
あ
る
か
ら
背
戸

町
の
訟
で
あ
ら
う
と
い
ふ
冶
明
治
四
年
凶
且
戸
締
編

成
の
時
、
行
姓
聞
に
印
刷
世
ら
れ
た
。

セ
ト
マ
チ

潮
戸
町

金
搾
の
泊
問
名
。
越
前
滞

の
訟
平
山
直
が
、
元
利
九
年
九
且
鮒
附
を
税
収
せ
ら

れ
た
際
、
之
に
仕
へ
た
附
仙
の
削
指
揮
u

政
名
が
流
浪
し

て
金
刊
に
来
た
の
を
、
前
凶
利
川
市
は
布
抱
へ
て
、
宅

地
を
浅
野
川
間
前
向
の
侃
地
に
似
は
り
、
町
告
を
越

前
町
と
抑
制
し
た
が
、後
に
揃
戸
川
と
殴
め
た
と
あ
る
。

セ
ナ
ミ

瀬
波

石
川
猟
河
内
庄
に
邸
す
る
部
古
川
。

セ
ナ

Z
ガ
ハ

瀬
波
川

石
川
端
大
笠
山
の
商
閉
胞

に
波

L
、
間
抗
し
て
潮
肢
の
郎
官
間
的
丸
か
ら
手
取
川

に
注
ぐ
。
統
松
三
粁
除
。

‘、，

セ
ナ
ミ
ヤ
ウ
イ
チ

瀬
波
屋
宇
一

後
に
間
抑
制
と

臨
め
、
文
政
・天
保
の
阿
世
町
市
口
問
山
の
碇
で
あ
っ
た
。

狂
歌
を
能
く
し
て
商
雨
宮
鈎
潟
と
脱
し
た
が
、
西
岡

宮
と
い
ふ
の
は
そ
の
家
が
利
明
宮
の
間
間
に
あ
っ
た

か
ら
で
あ
る
。
別
に
草
山
人
・託
花
岡
・
東
出
資
・暖

主
樫
・飲
m
聞
の
鋭
が
あ
る
。
門
人
甚
だ
多
か
っ
た
。

ゼ
Z

銭
(
一

〉
寛
永
沼
貸
以
前

l
M嵐
長
十
三
年

間
帯
府
は
在
来
の
永
繁
銭
の
活
用
を
停
止
し
、
金
銭
貨

以
外
は
銀
銭
を
沼
周
す
べ
き
こ
と
を
命
じ
た
o
錨
銭

は
悶
よ
り
背
銅
貨
で
は
な
〈
、
鍛
銭
で
あ
る
。
次
い

で
加
賀
泌
は
沼
町
氷
十
年
四
且
聡
附
の
法
に
従
う
て
、

銀
銭
中
甚
だ
し
き
巡
貨
に
非
ざ
る
限
り
之
を
選
傑
す

べ
か
ら
，
さ
る
こ
と
を
令

L
、
同
年
六
且
小
貨
の
良
質

及
び
似
一
匁
以
下
に
は
銭
伎
を
用
ひ
る
べ
き
こ
と
を

令
し
た
。

。
一
〉
抱
永
・
通
貨
の
夜
行

l
w地
永
十
三
年
六
且
お
附
は

背
銅
を
以
て
見
永
通
貨
を
鉛
遣
し
、
各
地
に
疏
通
す

る
鐙
銭
を
禁
止
し
た
が
、
加
賀
滞
は
こ
の
時
寛
永

銭
一
民
文
を
釦
十
六
匁
の
m
A
n
に
活
用
す
べ
き
を
命

じ
、
十
四
年
間
且
に
も
銭
一
政
文
を
金

一
分
又
は

銀
十
六
匁
に
知
つ
べ
き
こ
と
を
定
め
た
。
例
L
是
容

は
硲
府
の
法
令
を
併
逮
し
た
に
止
白
、
務
内
で
は
磁

与
リ
8
9

来
の
似
習
に
よ
り
灰
吹
銀
の
切
削
酬
を
小
額
取
引
用
と

L
、米
殺
を
も
交
換
の
媒
介
と
し
た
か
ら
、白
際
上
銭

貨
の
迎
用
は
少
か
っ
た
と
い
は
れ
る
。
然
る
に
承
惚

三
年
務
附
は
買
ね
て
寛
永
泌
貨
の
迎
用
を
命
じ
た
の

で
、
加
制
同
開
附
は
八
且
灰
吹
鋭
の
切
鋭
を
停
止
し
、
九

且
十
日
銭
一
政
文
を
滞
の
樋
印
銀
十
入
匁
に
抱
て
弘

通
用
す
べ
き
を
命
じ
、
次
い
で
寛
文
七
年
幕
府
製
造

の
金
銀
貨
幣
の
統
泌
す
る
に
及
び
、
館
一
口
文
は
金

一
分
若
し
く
は
印
刷
十
六
匁
の
交
換
比
例
に
銭
る
こ
と

に
な
っ
た
。
併
し
こ
れ
は
公
定
の
別
合
で
、
日
際
は

お
M
宜
供
給
に
従
っ
て
時
々
上

T
L
た。

四
六
四

会
一
)
背
銅
銭
と
鍛
銭
の
交
換
均
例

l
u
ホ
治
資
夜
行

以
後
も
亦
多
く
そ
の
剣
裂
を
用
ひ
た
鍔
銭
が
行
は

れ
、
同
じ
〈
一
文

εし
て
湖
周
し
た
。
他
滞
で
は
是

等
を
出
じ
た
九
十
六
文
を
一

一知と
し
て
、

一
口
の
名

を
以
て
活
用
し
た
が
、
加
れ
諮
で
は
一
昨
日
文
は
ど
こ

ま
で
も
丙
文
で
あ
っ
た
。
然
る
に
文
久
二
年
十
一
且

滞
は
令
し
て
、
寛
永
泌
従
一
文
銭
を
出
掛
銃
二
文
に
、

四
文
銭
を
鎚
銭
入
文
に
交
換
せ
し
め
る
こ
と
に
し

た
。
是
に
於
い
て
銭
一
れ
文
は
、

一
文
銭
ザ
附
に
あ

・
乍
す
し
て
出
向
倒
の
抑
制
呼
と
な
り
、
滞
外
か
ら
多
〈

宵
銅
銭
が
流
入
し
た
o
m
担
問
山
元
年
間
四

A
説
附
は
父

銅
似
の
脈
口
に
伴
う
て
究
永
泌
貨
の
似
析
を
高
め
る

こ
と
を
命
じ
た
の
で
、
加
刑
日
出
附
は
路
永
泌
貸
四
文
銭

を
銀
銭
十
二
文
、
文
久
永
氏
を
銀
銭
入
文
、

m-EA油

開H
一
文
銭
を
閣
時
銭
大
文
に
活
用
せ
し
め
、
後
一応
に
流

氷
泌
氏
二
文
銭
を
錨
銭
凶
十
文
に
、
文
久
永
貨
を
三

十
文
に
、
見
永一
泊
氏
一
文
銭
を
鎚
銭
二
十
文
に
迎
用

せ
し
め
た
。
(
』」
れ
は
明
治
以
後
十
位
加
れ
滞
制
内
で
五

銭
を
一
回
と
呼
ぶ
に
主
っ
た
迎
闘
で
あ
る
ou
又
天
保

通
貨
に
在
つ
て
は
、
そ
の
お
一白
銭
な
る
に
抑
・
乍
す
、

泊
初
以
来
九
J
l
六
文
能
と
し
て
あ
っ
た
が
、
閉
山
外
の

樹
裂
が
九
十
文
許
に
低
下
し
た
仙
如
来
流
入
多
き
を
加

へ
た
の
で
、
際
限
三
年
二
且
加
到
滞
は
八
十
入
実
に

沼
周
す
る
こ
と
を
令

L
、
六
月
廷
に
八
十
文
に
四
め

た
。
〈
明
治
以
後
も
天
保
泌
氏
は
入
十
文
に
活
用
し

た
ou

ハ
四
〉
銭
伐
の
私
鉛

l
M昭
郎
元
年
十

一
月
加
引
滞
は
制

内
に
銭
貨
が
似
乏
す
る
組
問
を
以
て
、
肌
円
銅
を
以
て

常
百
銭
を
、
銀
を
円相
て
四
文
銭
及
び
一
文
銭
を
私
鈎

し
、
領
内
に
の
み
之
を
泊
周
せ
ん
こ
と
を
税
附
に
川

顕
し
た
。
依
り
て
十
二
且
碍
府
は
そ
の
滋
百
銭
を
除

く
の
外
、
明
日
叩
よ
り
五
少
年
に
瓦

b
、

一
ャ
年
銀
銭
五

十
川
品
目
文
を
鉛
遣
し
、
述
上
は
十
一
ぬ
れ
文
に
封
L
五


